
平成３０年度 総務部 税務担当部長の目標宣言 

 

部長メッセージ             総務部 税務担当部長 門倉  誠 

本市の市税収入は、一般会計における自主財源総額の８０％超を占めており、第５次総合計画後期基本計

画中期戦略事業プラン計上事業の着実な推進や健全で安定した財政運営の根幹となる財源となっています。 

一方、本市の財政運営状況は、少子高齢社会の進展等を背景とした社会保障経費の増加に歯止めがかか

らない状況にある中、景気の緩やかな回復基調を受けて一定の市税収入の増加を見込むものの、海外経済の

不確実性などの懸念材料によりその先行きについては不透明であることから、引き続き厳しい状況に変わりはあ

りません。 

こうしたことから、市税においては、公平で公正な税負担の観点の下、納税義務者と課税客体に対する適正

な賦課と徴収率の向上に一層取り組み、事業の着実な推進と健全な財政運営に必要な市税収入の確保を図

ります。 

部の主な役割 部を構成する課等 

・ 市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、特別土地保有税、

入湯税及び都市計画税の賦課徴収事務 

・ 国民健康保険税の徴収事務 

 

 

市民税課、資産税課、収納課 

 

 

 

 

 

部の取組方針 

１ 

【徴収率の向上に一層取り組みます】 

滞納処分の強化や徴収事務の効率化を図るとともに、給与所得に係る個人住民税特別徴収の着実な

推進など、徴収率の向上に一層取り組みます。 

２ 

【適正な賦課事務に一層取り組みます】 

納税義務者と課税客体に係る賦課情報の把握や職員のスキルアップなど、適正な賦課事務に一層取り

組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



具体的な取組と達成目標 

N0 
取 組 名 

（担当課名） 
取 組 内 容  達 成 目 標  

1 

給与所得に係る個

人住民税特別徴収

の推進による徴収

率の向上 

 

（市民税課） 

県内統一基準に基づく給与所得に係る

個人住民税特別徴収を推進し、納税の

利便性を高めることにより、個人住民税の

徴収率の向上に繋げます。 

・特別徴収実施率：８０．０％ 

2 

適正な賦課事務へ

の一層の取組 

 

 

 

（資産税課） 

平成３３年度の固定資産評価替えに備

え、段階的・円滑的に評価事務を遂行す

るに当たり、土地の評価に係る標準宅地

等の選定の見直しを実施します。 

・標準宅地等の検証及び選定の実施 

3 

徴収事務の効率化

と滞納処分の強化

等による市税徴収

率の向上 

 

（収納課） 

滞納整理事務の効率化やグループ担

当制の導入により、高額・困難事案の早

期解決を図るとともに、引き続き、納税催

告や滞納処分の強化等により、市税徴収

率の更なる向上に取り組みます。 

・市税徴収率：９５．５％ 

 

 

 


